
委 託 業 務 処 理 要 領（案）

（趣旨・目的）

栽培水産試験場は、北海道の栽培漁業の技術開発拠点として、複数の飼育棟で多数の水槽を使

用した試験研究を行っており、施設管理上、このもとなる飼育海水の温度管理や安定供給が重要

な課題となっている。

この飼育海水等の製造・供給は、取水ろ過棟に設置された「取水・送水・ろ過等を行うシステ

ム」（主にろ過設備、海水ポンプ、制御盤等で構成）と「海水調温システム」（主にボイラーや

吸着式冷凍機、ブラインチラー、熱交換機、温冷水タンク、調温ポンプ等で構成）のシステムが

連係し、さらに発電設備(ガスエンジン ３００kw×２機)を利用した非常用自家発電システム、

受変電設備と合わせて一体的に機能し、一年中研究に必要な海水（１次ろ過、２次ろ過、２次ろ

過８℃調温及び２次ろ過１８℃調温）及びブロアにより空気を各飼育棟に供給している。

当該業務は、これらの各システムやその他の設備（管理棟暖房ボイラーや空調機器等）の運転

監視、日常点検を主たる業務としながら、併せて夜間の構内の安全衛生管理のための警備業務及

び飼育棟における飼育水槽水温管理等を適切に行うために委託するものであり、業務の実施に当

たっては契約書に定めるところによるほか、本要領において必要な条件を定める。

１ 業務概要

（１）業務名

令和４年度 栽培水産試験場 機械設備の運転監視保守点検等施設管理業務

（２）業務場所

室蘭市舟見町１丁目１５６番３号 栽培水産試験場

（３）業務時間及び配置人員

運転・監視等業務

対象施設 区 分 業務時間帯 人員 備 考

庁舎等 日 中 8時30分～17時30分 1名 日 勤

管理研究棟、 8時00分～17時00分 1名 〃

取水ろ過棟、

各飼育棟、 夜 間 17時00分～翌9時00分 1名 夜 勤

調査保管庫等 17時30分～翌8時30分 1名 〃

※ 事前に委託者の承認を受けた場合は、勤務時間・体制等の変更も可

なお、夜間等緊急時や、天災その他の非常事態による設備等に異常が発生し、又は発生のお

それがある場合は、委託者の指示により勤務するものとする。

（昼間は各自１時間の休憩昼食時間を含む。）

（夜間は２２時～６時までの間、４時間ずつ交互に休憩・睡眠時間とする。）

※ 夜間は警備兼務技術者を必ず1名以上配置すること。なお事前に委託者の承認を受けた場合

は、勤務時間・体制等の変更も可能とする。

２ 受託者

（１）業務の実施に当たり、受託者は次の関係法令等を遵守し業務の円滑な遂行を図ること。

①労働安全衛生法（昭和４７年６月８日法律第５７号）






























